
◎著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法

律の一部を改正する法律 
（令和二年六月一二日法律第四八号）   

一、提案理由（令和二年五月一五日・衆議院文部科学委員会） 

○萩生田国務大臣 このたび政府から提出いたしました著作権法及びプログラムの著作

物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び

内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、インターネット上

において違法な著作物等の流通が広がっているとともに、著作物等の利用の態様が多様

化していることから、著作権等の適切な保護を図るとともに、著作物等の利用の円滑化

を図るため、必要な措置を講ずるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、インターネット上の海賊版対策の強化など著作権等の適切な保護を図るため

の措置を講じます。 

 近年、インターネット上の違法な著作物等による被害が深刻さを増してきていること

から、早急に総合的な対策を講じていくことが重要であります。 

 このため、まず、いわゆるリーチサイトを通じた違法な著作物等への誘導行為等に対

応するため、リーチサイトにおいて違法な著作物等のリンクを掲載する行為等について

著作権等を侵害する行為とみなすとともに、リーチサイトを運営する行為等についての

罰則を定めることとしております。 

 また、違法にアップロードされた著作物をデジタル方式で複製する行為について、そ

れが違法にアップロードされたものだと知りながら行う場合には、私的使用のためであ

っても違法とすることとしています。ただし、海賊版対策としての実効性を確保しつつ、

国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないため、漫画の一こまや数こまなどの軽微

なものや、二次創作、パロディー、また、著作権者の利益を不当に害しないと認められ

る特別な事情がある場合の複製は、違法としないこととしております。さらに、違法と

する複製のうち、正規版が有償で提供されているものを継続的に又は反復して複製する

という悪質性の高い行為については、罰則を定めることとしております。 

 このほか、著作権等の適切な保護に資するよう、著作物等の不正利用を防止するため

のアクセスコントロール等に関する保護の強化や、著作権侵害訴訟における証拠収集手

続の強化を行うとともに、プログラムの著作物に係る登録制度について、著作権者等が、

みずからの保有するプログラムと登録されているプログラムとが同一であることの証明

を請求できる制度の導入等を行うこととしております。 

 第二に、著作物等の利用の円滑化を図るための措置を講じます。 

 近年、知的財産立国として知的財産の利活用を促進する観点から、著作物等の円滑か

つ安定的な利用が可能となる法的基盤の整備が求められております。 



 このため、いわゆる写り込みに係る権利制限規定について、スクリーンショットやイ

ンターネット上の動画の生配信を行う際の写り込みをその対象に含めるなどの拡大を行

うとともに、行政手続に際して権利者に許諾なく必要な文献の複製等を行うことを可能

とする権利制限規定について、新たに地理的表示や植物の品種に関する審査手続等をそ

の対象に加えることとしております。また、ライセンス契約に基づき著作物等を利用す

る権利について、第三者への対抗力を付与し、著作物等を利用する者が安心して利用を

継続することを可能とすることとしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（令和二年五月二六日） 

○橘慶一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、著作物等の公正な利用及び著作権等の適切な保護を目的として、インターネ

ット上の海賊版対策の強化に係る措置及び写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡

大等に係る措置を講ずるとともに、プログラムの著作物に係る登録制度の整備に係る措

置を講ずるものであり、その主な内容は、 

 第一に、インターネット上の海賊版対策の強化に係る措置として、侵害コンテンツへ

のリンク情報を集約したリーチサイト等における侵害コンテンツへのリンク提供行為及

びリーチサイト運営行為等を規制するとともに、侵害コンテンツのダウンロード規制に

ついて、対象を音楽、映像から著作物全般に拡大すること、 

 第二に、昨今の社会実態の変化やビジネス動向等を踏まえ、写り込みに係る権利制限

規定の対象範囲の拡大等を行うこと、 

 第三に、プログラムの著作物について、プログラム登録に関する証明の請求を制度化

するとともに、国及び独立行政法人が登録を行う場合の手数料の免除規定を廃止するこ

と 

などであります。 

 本案は、去る五月十四日本委員会に付託され、翌十五日萩生田文部科学大臣から提案

理由の説明を聴取いたしました。二十日、参考人から意見を聴取した後、質疑を行い、

二十二日に質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムから修正案が提出され、趣旨

の説明を聴取いたしました。 

 次いで、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 



〇附帯決議（令和二年五月二二日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 海賊版サイトの形態は多種多様であり、本法の措置では対応ができないストリーミ

ング形式を採用している海賊版サイト等も存在することを踏まえ、本法による規制に

とどまらず、今後ともあらゆる手段を通じて海賊版対策の徹底に向けた取組を政府一

丸となって行うこと。 

二 侵害コンテンツの違法アップロードについては、アップロードを行う者が海外サー

バーを利用する事例や我が国の捜査協力等の要請に対して非協力的な国が存在するこ

とも踏まえ、迅速かつ円滑な捜査・摘発に向けて、政府は、海外の捜査機関や通信業

者等との更なる連携強化を促進し、実効性のある違法アップロード対策の実現に努め

ること。 

三 政府は、海賊版対策を講じるための専門的知見、人的資源、資金等が不十分な中小

企業等を支援するため、海賊版対策の構築に係る専門的知見の提供や経費の補助等の

様々な支援策を講じるよう努めること。 

四 本法による侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置が、国民の正当な情報

収集等の萎縮をもたらさないよう多くの要件が設けられ複雑な制度設計となっている

ことを踏まえ、本法附則による国民への普及啓発及び未成年者への教育を行うに当た

っては、分かりやすいガイドライン等を作成するとともに、インターネット上や学校

現場等の様々な場面での普及啓発・教育に万全を期すこと。 

五 政府は、関係者による議論の状況等を踏まえつつ、演奏権等の要件としての公衆に

直接見せ又は聞かせる目的の範囲について、必要に応じて社会通念や妥当性の観点か

ら検討するとともに、その結果に基づいて必要な見直しを行うよう努めること。 

六 デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、従来は受信者であった国民が同時に発

信者にもなる時代が到来し、著作物の利用・流通形態の多様化が今後さらに進行する

ことが想定されることに鑑み、政府は、権利の保護と著作物の円滑な利用の促進との

バランスに十分留意しつつ、時代に即した著作権法制となるよう、その在り方につい

て不断の検証を行うこと。 

三、参議院文教科学委員長報告（令和二年六月五日） 

○吉川ゆうみ君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するた

め、いわゆるインターネット上の海賊版による被害の拡大を防止するための措置等を講

じようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案による海賊版

対策の実効性、海賊版対策における国際連携の在り方、国民への普及啓発の重要性等に



ついて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案につきまして附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年六月四日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、海賊版サイトの形態は多種多様であり、本法の措置では対応ができないストリーミ

ング形式を採用している海賊版サイト等も存在することを踏まえ、本法による規制に

とどまらず、今後ともあらゆる手段を通じて海賊版対策の徹底に向けた取組を政府一

丸となって行うこと。 

二、侵害コンテンツの違法アップロードについては、アップロードを行う者が海外サー

バーを利用する事例や我が国の捜査協力等の要請に対して非協力的な国が存在するこ

とも踏まえ、迅速かつ円滑な捜査・摘発に向けて、政府は、海外の捜査機関や通信業

者等との更なる連携強化を促進し、実効性のある違法アップロード対策の実現に努め

ること。 

三、政府は、海賊版対策を講じるための専門的知見、人的資源、資金等が不十分な中小

企業等を支援するため、海賊版対策の構築に係る専門的知見の提供や経費の補助等の

様々な支援策を講じるよう努めること。 

四、本法による侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置が、国民の正当な情報

収集等の萎縮をもたらさないよう多くの要件が設けられ複雑な制度設計となっている

ことを踏まえ、本法附則による国民への普及啓発及び未成年者への教育を行うに当た

っては、分かりやすいガイドライン等を作成するとともに、インターネット上や学校

現場等の様々な場面での普及啓発・教育に万全を期すこと。 

五、政府は、関係者による議論の状況等を踏まえつつ、演奏権等の要件としての公衆に

直接見せる又は聞かせる目的の範囲について、必要に応じて社会通念や妥当性の観点

から検討するとともに、その結果に基づいて必要な見直しを行うよう努めること。 

六、デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、従来は受信者であった国民が同時に発

信者にもなる時代が到来し、著作物の利用・流通形態の多様化が今後さらに進行する

ことが想定されることに鑑み、政府は、権利の保護と著作物の円滑な利用の促進との

バランスに十分留意しつつ、時代に即した著作権法制となるよう、その在り方につい

て不断の検証を行うこと。 

  右決議する。 

 


